
 

○鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例施行規則 

平成１５年３月３１日 

教委規則第７号 

改正 平成２３年９月２７日教委規則第１４号 

令和４年３月３０日教委規則第７号 

    令和６年１月２９日教委規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鹿嶋市立小学校及び中学校のスポーツ施設の開放に関する条例

（平成１５年条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（運営協議会） 

第２条 鹿嶋市教育委員会（以下「委員会」という。）は，学校スポーツ施設の開放

を行う市立小学校及び中学校（以下「開放学校」という。）ごとに運営協議会を置

くことができる。 

２ 運営協議会は，当該協議会が設置される開放学校（以下「設置学校」という。）

の学校スポーツ施設の開放に関し，その日時及び運営方法について，委員会に意見

を述べるものとする。 

３ 運営協議会の委員は，設置学校関係者，スポーツ推進委員，管理指導員代表，公

民館関係者等で構成し，委員会が委嘱する。 

（平２３教委規則１４・一部改正） 

（管理指導員） 

第３条 委員会は，開放学校に管理指導員を置くことができる。 

２ 管理指導員は，使用登録団体（条例第４条の登録を受けた団体をいう。）からの

推薦を受けた者のうちから，委員会が委嘱する。 

３ 管理指導員は，委員会の命を受け，学校スポーツ施設の開放に伴う，開放学校の

施設及び設備の管理，使用者の危険防止並びに使用者の指導を行う。 

４ 管理指導員は，非常勤とし，原則として無給とする。 

（開放の日時） 

第４条 学校スポーツ施設の開放の日時は，別表のとおりとする。ただし，委員会

は，開放において特段の事情がある場合には，開放の日時を変更することができ

る。 

（使用の登録） 

第５条 条例第４条の登録ができる団体は，原則として，市内に在住又は在勤若しく

は在学する者１０人以上で構成され，当該団体の責任者が成年者であること。 

２ 条例第４条の登録を受けようとする団体は，学校スポーツ施設開放利用団体登録

申請書（様式第１号）を委員会に提出しなければならない。 



 

３ 委員会は，前項の申請書の提出を受けた場合は，審査の上，当該団体を登録する

とともに，学校スポーツ施設開放利用団体登録許可書（様式第２号）を，当該申請

者に交付するものとする。 

４ 条例第５条の使用許可を受けようとする者は，事前に条例第４条の登録を受けな

ければならない。ただし，委員会が特に必要があると認めた場合は，この限りでな

い。 

（使用の許可） 

第６条 条例第５条の使用の許可を受けようとする者は，使用日の７日前までに，学

校スポーツ施設開放使用許可申請書（様式第３号）を，委員会に提出しなければな

らない。 

２ 委員会は，使用の許可をするときは，学校スポーツ施設開放使用許可書（様式第

４号）を交付するものとする。 

（使用料） 

第７条 条例第７条の使用料は，利用券によって納付することができる。 

２ 利用券は，様式第５号とする。 

３ 利用券による納付の場合には，使用した日に使用施設の管理日誌（様式第６号）

に利用券を張り付けることで，使用料の納付を完了したものとする。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第８条の規定に基づく使用料の減免については，次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）市が主催する事業に使用するときは，使用料の全額を免除する。 

（２）市スポーツ協会が主催する事業に使用するときは，使用料の１００分の７０

に相当する額を減額することができる。 

（３）市及び市スポーツ協会が後援する事業に使用するときは，使用料の１００分

の５０に相当する額を減額することができる。 

（４）市登録スポーツ少年団が使用するときは，使用料の全額を免除する。 

（５）市内在住又は在学する小中高生が構成員の過半数を占め，青少年の健全育成

を目的とする団体が使用するときは，使用料の全額を免除する。 

（６）照明設備のない校庭及び庭球場（照明設備を有しても照明設備を利用しない

で校庭及び庭球場を使用する場合も含む。）を使用するときは，使用料の全額を

免除する。 

（７）国又は他の地方公共団体が主催する行事に使用するときは，使用料の１００

分の５０に相当する額を減額することができる。 

（８）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する市内にある学校が

使用するときは，使用料の全額を免除する。 

（９）その他委員会が特に必要があると認める事業に使用するときは，その都度委

員会が定める額を減額し，又は免除することができる。 



 

２ 前項の規定により，使用料の減額又は免除を受けようとする者は，学校スポーツ

施設使用料減免申請書（様式第７号）又は学校スポーツ施設使用料定期減免申請書

（様式第７号の２）を委員会に提出しなければならない。 

３ 委員会は，前項の申請書の提出があった場合は，これを審査の上，減免の可否を

決定し，学校スポーツ施設使用料減免決定・却下通知書（様式第８号）又は学校ス

ポーツ施設使用料定期減免決定・却下通知書（様式第８号の２）により，当該申請

者に通知するものとする。 

（令４教委規則７・一部改正） 

（使用料の還付） 

第９条 条例第９条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようと

する者は，速やかに学校スポーツ施設使用料還付申請書（様式第９号）により，委

員会に申請しなければならない。 

２ 利用券については，特別の事業を除き，購入後の還付はしないものとする。 

（使用者の遵守義務） 

第１０条 学校スポーツ施設を使用するものは，条例及びこの規則に定めるもののほ

か，次の事項を守らなければならない。 

（１）学校スポーツ施設の使用に当たっての指示事項を遵守すること。 

（２）所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。 

（３）物品の販売，寄付金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。 

（４）他の使用者，使用施設の近隣に在住する者等の迷惑となるような行為はしな

いこと。 

（５）その他管理上必要な指示に従うこと。 

（使用の制限） 

第１１条 委員会は，次の各号のいずれかに該当する者又はその者の所属する団体に

対し，使用を拒み，又は当該施設からの退場を求めることができる。 

（１）伝染病の疾病のある者 

（２）めいていしている者 

（３）他人に危害を及ぼし，又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行す

る者 

（４）その他管理上の指示に従わない者 

（免責事項） 

第１２条 学校スポーツ施設の開放において，事故，盗難，災害等により使用者が受

けた損害については，委員会の責めに帰すべき事由以外は，賠償の責めを負わない

ものとする。 

附 則 

１ この規則は，平成１５年７月１日から施行する。 

２ 鹿嶋市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則（昭和５０年教育委員会規



 

則第２号）は，廃止する。 

附 則（平成２３年９月２７日教委規則第１４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日教委規則第７号） 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

施設の区分 開放する日 開放する時間 

５月から１０月まで １１月から翌年４月

まで 

校庭，庭球場

（無照明） 

休校日 午前９時から午後５

時まで 

午前９時から午後４

時まで 

校庭，庭球場

（有照明） 

毎日 午後５時から午後１０時まで 

体育館，武道館 休校日 午前９時から午後１０時まで 

上記以外の日 午後５時から午後１０時まで 

備考 

１ 休校日とは，日曜日，土曜日，祝日，長期休業日をいう。 

２ 年末年始（１２月２７日から翌年１月３日まで）及び年度末整理期間（３月

２１日から４月９日まで）は，開放しないものとする。 
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